
  　相続セミナー＆懇親会のご案内

相続税の改正に伴い、平成２７年１月１日以後の相続・遺贈より相続税が改正されました。

　　　□相続税の改正？自分には影響あるのかな？   
　　　□自分はお金持ちじゃないし、関係ないよ・・・
　　　□うちは家族が仲が良いから大丈夫！
　　　□子供や孫の為に財産を残してあげたいけど、どういう方法があるのかな？
　　　□相続や贈与に不動産は有利？？

相続税が課税されている方の割合は全国平均で４．３％ですが、首都圏に限れば１０％程度と言われています。

そして今回の相続税の改正で倍増し、東京２３区内は４０％近くになるのではと言われています。

また、家庭裁判所に持ち込まれる相続の相談件数は年間１７万件を超え、お亡くなりになった方の７人に１人が

相談している計算になります。相続税を払う対象でなくても、遺産分割でもめているのです。

具体的にどこが変わり、どう影響があるのか、
また、各種制度・方法についても
相続の専門家がわかりやすくご説明します。

日　時：２０１５／９／６ (日) 【セミナー】 １１：００～１２：３０　（受付開始／１０：３０～）

１３：００～１４：３０　
※セミナー終了後、立食での懇親会をおこないます。

会　場：TKP新宿カンファレンスセンター　　　東京都新宿区西新宿1-14-11　日廣ビル５Ｆ
    カンファレンスルーム5B

定　員：先着３０組

１級ファイナンシャル・プランニング技能士（ＦＰ１級）

社会保険労務士、相続診断士、

宅地建物取引士、第一種証券外務員等

大切なご家族が遺産争族にならない為に、

相続税の支払いで困らないようにする為に、

一つでも多く「幸せ不動産相続のヒント」を

持ちかえって下さい！

《お問い合わせ》 
東京都新宿区新宿2-13-12　　住友不動産新宿御苑ビル２階

TEL     03-5363-6222 FAX　　03-5363-6261
MAIL    gv-sp3926@grandvan.co.jp 

講　師：認定教育機関
　　　　　株式会社吉澤相続事務所
　　　　　代表取締役　吉澤　諭（よしざわ　さとし）

グランヴァン株式会社

　　　　担当：渡辺・長谷川

（※オーナー様限定のイベントですが、オーナー様のご紹介であればご家族様はじめご友
人、知人の方も無料でご参加いただけます。）

【懇親会】

『幸せ不動産相続のヒント 

揉めない・困らない・感謝される』 
～大事な資産を守るのは、あなたの「知恵」と「工夫」です～ 

セミナー＆懇親会 

参加費無料 

セミナー講師  

吉澤先生の「個別相談会」のご案内 
通常９０分３５，０００円（税別）のところ、 

セミナー参加者６組限定   無料 
 

●開催日  平成27年9月11日（金）、9月13日（日） 

●時 間   各日とも、①10:00～11:30 

               ②13:00～14:30 

               ③15:00～16:30 

●会 場  グランヴァン株式会社 本社 


